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浜田市子ども・子育て支援専門部会委員について  

 

1 専門部会設置の趣旨  

子ども・子育て支援法第 61 条第 1 項に規定する子ども・子育て支

援事業計画（以下「計画」という。）の策定に当たり、専門的な調査

及び審議を行うことを目的として、浜田市保健医療福祉協議会規則第

5 条の規定に基づき設置します。  

 

2 概要  

（ 1）名称  浜田市子ども・子育て支援専門部会  

（ 2）所掌事項  

  専門部会は、計画の策定のため、市における現状、課題等の調査

及び審議を行い、浜田市保健医療福祉協議会へ報告を行います。  

（ 3）組織について  

  ① 30 人以内の委員で組織します。（今回は 26 人程度を予定して

います。）  

  ②委員は、子ども・子育て支援に関し優れた識見を有する者のう

ちから、市長が任命します。  

（ 3）任期  

  令和 7 年 3 月 31 日まで。  

（ 4）報酬等  

  専門部会に出席した場合は、日額 6,000 円及び費用弁償を支給し

ます。  

（ 5）その他  

  専門部会では、次のような内容を協議します。  

  ①保護者や児童を対象としたニーズ調査の内容について。  

  ②ニーズ調査の分析結果について。  

  ③計画の素案について。  




